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まえがき 
 
本調査研究報告書は、土木学会の建設マネジメント委員会環境修復事業マネジメント研

究小委員会が行った、第１回研究会（2008 年 5 月 13 日実施）から第 35 回研究会（2011 年

5 月 18 日実施）までの調査研究の内容をまとめたものである。 

 

○ 研究の背景と目的 

土壌汚染対策法の施行以来、調査契機が増えたことで結果的に土壌汚染が顕在化するケ

－スも増え、土壌汚染問題に取り組む企業が多く見られるようになった。また、同時に土

壌汚染が発覚する事により、土地の取引に影響の生じる事例も増えてきている。本委員会

では、このような汚染によって流動化ができない土地について、例えば、ＰＦＩ等のマネ

ジメント手法を導入した場合の効果等を研究し、有効な土地活用の方法や新事業創出の可

能性等を提案することを目的として議論を重ねてきた。 

 

○ 研究内容 

 研究の内容は以下の事項である。 

・ 流動化ができない土地の現状 

・ ＰＦＩ等のマネジメント手法について 

・ 事例研究等 

・ ブラウンフィールドに関するアンケート 
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1. 流動化できない土地の現状 
 
1.1 はじめに 

社会・経済情勢の変化に伴い、ブラウンフィールドが社会的な問題として顕在化しつつ

ある。ブラウンフィールドとは、「土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、本来、その土

地が有する潜在的な価値よりも著しく低い用途、あるいは未利用となった土地」（環境省）

と定義づけられているが、潜在的なブラウンフィールド（土壌汚染対策費が多額となるた

めに土地売却が困難と考えられる土地；以降、ＢＦと略記）は、資産規模で 10.8 兆円、総

面積としては 2.8 万 ha と試算されている。土壌汚染に関する枠組みを策定している環境省

では、土壌汚染をめぐるブラウンフィールド対策手法検討調査検討会（以下、ブラウンフ

ィールド検討会）を設置して検討している。 

一方、2008 年はサブプライムローン問題に端を発する世界的な不況の影響により景気が

悪化しており、それと期を同じくして、国内の土壌汚染対策の事業も停滞した。すなわち、

投資面の落ち込みや土地の流動化の硬直など経済面においても影響を与えている現状があ

る。 

著者らは、マネジメント手法による環境修復事業の適正なあり方を研究しており、これ

からはＢＦ問題の解決の糸口としてゆくことに焦点を合わせている。 

2008 年 9 月 17 日には、土木学会の講堂において、「環境修復事業マネジメントに関する

セミナー」を企画、開催し盛況を得た、この問題に対する関心の高さを再確認した。 

セミナー内容は、ＢＦの現状と課題、ＰＦＩの現状と課題を 2 本柱としたセミナーであ

る。 

本報告書では、ＢＦの現状と対策を述べたうえで、日本におけるＢＦ問題を打開するた

めのマネジメント手法の提案を行う。 

 
1.2 ブラウンフィールドの原因・影響と各種取り組み 

 

1.2.1 原因と影響 

ブラウンフィールド検討会は、土壌汚染をめぐるＢＦ問題の実態等について 2007 年 3 月

に中間のとりまとめを発表した。そこで示されるアンケート結果によれば、ＢＦの主な発

生要因について以下の点が指摘されている。 

① 土壌汚染対策に多額の費用を要する（おそれがある）こと 

② 対策期間に長期間を要する（おそれがある）こと 

③ 汚染の発生を公表できないこと 

さらに、ＢＦが引き起こすものとしては、環境への影響、地域コミュニティ等への影響、

街づくりへの影響が懸念されている。こうした社会的影響を考慮すると、ＢＦ問題への対

応・対策は重要といえる。 

 

1.2.2 環境省の取り組み 

 環境省では、平成 21 年度～平成 23 年度の予算として土地利用用途等に応じた土壌汚染

対策推進費を計上している。そこには、土壌汚染は土地の利用状況や土壌汚染の程度、現

場の地形・地質・地下水の状況等に応じて適切に管理すれば、完全に浄化されていなくと

も土地の利活用が図れるとした考えがあり、そのための具体的な方策として、下記の事項

が進められている。 

 ① 土地利用用途に応じた対策基準の検討 

 ② 汚染地毎のリスクアセスメント手法の検討 

 ③ 土壌汚染リスクアセスメント現場調査 

 ④ 土壌汚染対策の普及啓発事業 

 現地点ではまだ検討中であるため、制度としての導入までは時間を要するものと想定さ
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れるものの、土壌汚染によるリスクを科学的根拠に基づいて評価し、合理的かつ適切な土

壌汚染対策の促進化が望まれていることがうかがえる。 

 

1.2.3 米国の先進事例 

ＢＦ対策で最も進んでいるのは米国であるが、黒瀬によれば、“米国のブラウンフィール

ド政策は、地域再生の側面をそのままに持っており、既存の都市開発手法や補助金とブラ

ウンフィールド再生を組み合わせ、衰退地域に民間投資をひきつける手法が有効に利用さ

れていた。”さらに、“連邦政府の政策と州政府の政策との役割分担が明確であり相互の監

視機能が働いている。”としている。 

具体的には、下記に示す事項が実施されている。 

① 厳しい責任追及制度 

② 土壌汚染情報の蓄積と公開 

③ 環境行政と計画行政の連携 

④ 用途・リスクに応じた環境基準の設定 

⑤ 適切な国の支援 

⑥ 自治体主導のブラウンフィールド再生 

 

 

 

参考文献 

・黒瀬武史（2006）：米国におけるブラウンフィールド再生政策とその実践に関する研究 －

ニューイングランド地方の都市を事例として－、東京大学大学院修士論文 
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2．ＰＦＩ等のマネジメント手法について 
 

2.1 はじめに 

 浄化費用が土地の価値に見合わないことから発生するＢＦ問題を解決するためには、資

金の調達という観点が不可欠である。そこで、サッチャー統治下の英国で考案され「英国

病」を克服した手法として名高く、また資金調達および特定目的会社の設立という特色が

あるＰＦＩについて、研究することとした。 

 

2.2 定義 

ＰＦＩ（Private Finance Initiative）は、公共サービスを民間のノウハウや資金を活

用して効果的かつ効率的に提供するための事業形態である。一般にＰＦＩは公共サービス

の提供について官民でコスト比較を行い、ＰＦＩを介した公共負担コストが低い場合、Ｐ

ＦＩの導入の意義が評価される。この差額をＶＦＭ（Value for Money）という。 

 なお、ＶＦＭの算出とＰＦＩ事業（ＳＰＣ方式）の概念を、図 2.1.1 と図 2.1.2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.1 ＶＦＭの算出概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1.2 特別目的会社（ＳＰＣ）設立方式によるＰＦＩ事業の概念図 
（出典：ＰＦＩ事業導入の手引き） 

A：従来型の公共投資に基づくPSCの算出 B：PFI導入に伴うPFILCCの算出
(Public Sector Comparator) （PFI　Life Cycle Cost）
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2.3 ＰＦＩの事業方式 

 ＰＦＩは、施設などの建設、所有権、維持管理・運営を行う主体の設定に従い、表 2.2.1

に示すような分類がされている。 

 

表 2.2.1 ＰＦＩの事業方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2.4 ＰＦＩの歴史 

（１） 海外 

 ＰＦＩは、1992 年にイギリスにおいて始まったが、その背景には、1980 年代前半のサッ

チャー政権による行政改革があった。すなわち、小さな政府、エージェンシー化（郵便局、

教育、国民健康保険など、国が事業を直接行なっている機関と、100％民営化された企業の

間に存在する組織や契約形態の総称）等の流れのなかで導入された。 

 

（２） 日本 

 日本では、財政難にあえいだ 1997 年に閣議決定された「21 世紀を切り開く緊急経済対策」

において、ＰＦＩの活用が検討された。イギリスでは行政改革手法であったのに対して、

日本においては経済対策という位置づけであった。したがって、早期に議員立法により 1999

年にＰＦＩ推進法が策定されることになり、後付けで既存法制度との整合性の検討が進め

られる結果となった。この「走りながら考える」スタイルは、日本のＰＦＩのひとつの特

色といえる。 

 2007 年 3 月末時点における総務省の集計によると、266 件のＰＦＩ事業実施方針が策定・

公表されている。公共投資に占めるＰＦＩ事業の割合は、国については 0.48％、地方公共

団体については 0.61％とわずかなものとなっている。 

 さて、ＰＦＩ推進法に基づき 2000 年に内閣総理大臣が策定した基本方針には、次のよう

な事項が盛り込まれている。 

5 原則 

・ 公共性原則 

・ 民間経営資源活用原則 

・ 効率性原則 

事業方式 内容 

ＢＴＯ方式 
（Build-Transfer-Operate） 

ＰＦＩ事業者が施設等を建設し、施設

完成後に公共施設などの管理者に所

有権を移転し、ＰＦＩ事業者が維持・

管理及び運営を行う事業方式。 

ＢＴＯ方式 
（Build- Operater-Transfer）

ＰＦＩ事業者が施設等を建設し、施設

等の所有権を持ったまま、維持・管理

及び運営を行い、事業終了後に施設な

どの所有権を公共施設などの管理者

などに移転する方式。 

ＢＯＯ方式 
（Build-Own-Operate） 

ＢＯＴ方式の変形であり、ＰＦＩ事業

者が自ら資金調達して施設を建設し、

そのまま所有し続け、事業を運営する

事業方式。ＢＯＴ方式と異なり、施設

は公共に譲渡されず、ＰＦＩ事業者が

保有し続けるか撤去を実施する。 
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・ 公平性原則 

・ 透明性原則 

3 大主義 

・ 客観主義 

・ 契約主義 

・ 独立主義 

 

ＰＦＩ事業ではプロジェクトファイナンスによる資金調達が想定されており、ＳＰＣ

（Special Purpose Company：特別目的会社）を設立して、事業に参加する各主体間の関係

は全て契約により規定されることになる。 

 ＰＦＩ推進法のもとでＰＦＩ事業を日本で最初に取り組んだのは、地方自治体であった

が、2002 年以降、国によるＰＦＩとして、庁舎や学校の改修事業が登場した。また、その

時期には地方自治体は斎場、給食センター等、事業の分野をさらに広げていった。また、

2007 年には山口県の刑務所事業が開始され、警備体制、職業訓練、人材・物資調達による

地元の活性化といった特色の社会貢献型事業が登場している。さらには、2008 年には東京

国際空港ターミナル事業が着工し、大規模案件に適用されるようになった。この事業の特

色は、ＳＰＣの構成員である建設会社が工事を施工するのではなく、建設会社を入札によ

り選定したという点があげられる。 

  表 2.3.1 に示す内閣府ＰＦＩアニュアルレポートが示すＰＦＩの実績では、2008 年度

までに実施方針を公表した事業は 339 件にのぼるとされている。ただし、事業停止や事故

の発生も報じられるようになってきている。例えば、ＰＦＩ事業者が破たんした福岡市「タ

ラソ福岡」や、プールの天井が落下し負傷者を出した仙台市「スポパーク松森」等である。

そうした事例は、2008 年度でのＰＦＩ適用件数が 40 に満たないという低迷につながってい

る原因とも考えられるが、それ以外にも、以下のような原因が指摘されている。 

・ 需要リスクの変動の対策 

・ ＰＦＩ事業者によるサービスを技術面、財務面、法務面でのモニタリングの必要性（ア

ドバイザーの起用） 

・ 官民の担当者間の引き継ぎ 

・ リスクマネジメント 

・ 金融機関を含めた官民の関係のあり方 

表 2.3.1 日本における PFI の実績 

（出典：PFI アニュアルレポート） 
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2.5 現状 

 いままで述べてきたようなＰＦＩの変遷の結果、現在では、適用の対象が、庁舎、学校、

図書館、病院、刑務所、廃棄物処理施設等、多岐にわたっており、官民の連携手法として

日本においても定着してきている。ここで、日本におけるＰＦＩの導入の意義をまとめる

と以下のようになる。 

・ ＰＦＩの導入により公共と民間の契約形態への変化 

・ 透明性、契約主義の具体化 

・ プロジェクトファイナンスの普及への貢献 

・ リスク分担、契約に対する官民の認識の深まり 

・ 公共サービスに対して、個別の経済合理性という観点による評価の浸透 

・ 官と民の競争的対話の実現 

・ 新たな問題意識の醸成：性能発注に基づくライフサイクルの一括管理、リスク配分の

最適化 

・ 新たな事業取り組み視点の導入：長期的、包括的契約に基づく事業実施 

 

2.6 課題への対応策 

 しかし、官民の両方において、ＰＦＩ事業の難しさによる閉塞感、あるいは労多くして

報われないという敬遠傾向が強まっているといわれる。これは、名古屋イタリア村、近江

八幡市立総合医療センター等のＰＦＩ事業の頓挫が報じられていることにも表れている。 

こうした状況を打開するためには、以下のような課題がある。 

・ 事業者の役割と能力の明確化 

・ 法制度、技術革新など、成長と変化要因への対応 

・ 特に下振れリスクへの対策 

・ 応募者、発注者、双方の負担感の軽減 

・ 手続きの簡素化 

・ サービスの質の評価手法の整備 

・ ＰＦＩの宣伝の必要性 

・ 民間にとってのインセンティブ向上 

・ 金融機関によるモニタリング 

・ 性能発注の要求水準の明確化 

・ 応札段階での協議等、計画段階での事業性評価の改善 

・ 業務実施業者の増加による人員の非合理化 

・ ＶＦＭ配分の事前決定化 

・ ＰＦＩの適用をインフラに限定し、運用には指定管理者制度の適用 

 

 なお、課題としては上記のように多数あるものの、神宮前 1 丁目民活再生プロジェクト

のように、警察施設の整備に合わせて都有地の住宅・商業施設の開発を取りこんだ事業な

どは景気対策としての効果も高く、依然としてＰＦＩ事業の可能性は注目されている。 

 

 

参考文献 

・ 日刊建設工業新聞（2009 年 3 月 9 日、10 日、12 日、13 日、16 日、17 日）：日本版ＰＦ

Ｉ 10 年 運営の現状と課題 1～6 

・ 生田美樹（2010）：ＰＦＩ10 年間の軌跡、日経研月報 

・ ＰＦＩ事業研究会（2003）：ＰＦＩ事業採用のためのＶＦＭ評価の手引き、大成出版社 

・ 総務省（2008）：ＰＦＩ事業に関する政策評価書、総務省 

・ 内閣府  民間資金等活用事業推進室（PFI 推進室）：ＰＦＩ事業導入の手引き 

・ 内閣府（2008）：ＰＦＩアニュアルレポート、内閣府 WEB サイト 
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3.ブラウンフィールドの利用方法 

 

3.1 土地利用 

 

3.1.1 選択し得る利用用途 

 ＢＦを再生させた後の土地の利用形態を検討するために、リスク管理が導入されており、

土地の利用方法に応じた基準値等が設定されている欧米の状況を調査することとした。 
 

（１）海外の事例 

 

① 米国 

 米国では、汚染サイトへの法的枠組みとして、まず、スーパーファンド法に沿った対応

が求められる。しかし、多くのＢＦサイトは人への健康影響としては比較的低いため、同

法の適用はなされない。そのため、州レベルでの自主的な対応が推奨される、制度上の優

遇措置を行っている。こうした米国内での再生されたＢＦサイトの利用方法として、スー

パーファンド法が適用されたエリアの土地利用を表 3.1.1 に示す。 

これによると、汚染サイトであった土地については、商業地や工業地が多いものの、そ

の周辺のエリアでは住宅地も多くなっていることは注目すべき点である。 

 

表 3.1.1 スーパーファンド法が適用されたエリアの土地利用状況 

 
（出典：汚染サイト環境再生による土地利用のための制度的枠組みの国際比較） 

 

② オランダ 

 オランダでは、産業の集中、高人口密度という課題を解消するための対策として、ＢＦ

サイトの再開発を支援してきた。 

オランダでは、以下のような土地利用区分に従い利用基準値が設定されている。 

① 自然地・農用地 

② 住宅地 

③ 工業地 

④ レクリエーション用の緑地 

⑤    〃    不可の緑地 

こうした開発は地方の土地利用の政策と協調するかたちで進められており、住宅、交通、

生活の質の向上を実現することを念頭に置いたものとなっている。 

 さらに、高濃度汚染サイトに対しては、行政の浄化基金のほかに、民間による浄化事業

に対する 60％の補助金の交付がなされている。 
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③ カナダ 

 カナダでは、国民の大半は大都市に集中している反面、アウトドア活動にも強い関心を

持っている特質がある。そのため、グリーンフィールド（汚染されていない土地）の開発

には制約が設けられている一方で、工業地等に住宅が建てられることが多く、結果的にＢ

Ｆ問題が顕在化するような状況には陥っていない。しかしながら、地方行政による汚染サ

イト等の再利用の支援は盛んであり、浄化事業にとどまらず、インフラ整備等の修復後の

経済効果を見据えたものとなっている。 

 

④ 英国 

 イギリスも深刻なＢＦ問題が横たわっている国のひとつであるが、ここにおけるＢＦの

定義とは、土壌汚染の存在は直接的な関係がないものとなっている。また、ＢＦ再生策と

しては、経済、物質、社会、環境などの持続的な改善をもたらすような事業を目標として

いる。再生後のＢＦサイトの利用方法には、住宅地も含まれており、新規住宅の 6％をこう

した再生ＢＦサイトに建設することが目標と掲げられている。 

 

⑤ 海外の最終処分場の跡地利用 

 海外では、最終処分場に由来する汚染地もＢＦに含まれることが多いが、そうしたサイ

トの土地利用の状況は、表 3.1.2 に示すような情報を得るに至った。この表によると、レ

クリエーション施設、スーパーマーケット、住宅地等があげられている。 
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表 3.1.2 海外における最終処分場の跡地利用 

 
（出典：汚染サイト環境再生による土地利用のための制度的枠組みの国際比較） 

 

- 10 -



 

（２）日本の事例 

 

① 汚染土壌サイト 

 日本において、ＢＦ問題はまだ深刻な状況に陥っているという印象は受けないものの、

汚染の存在により利用が滞っているようなサイトは各地に存在していると考えられる。そ

うしたケースには、すでに、完全ではないものの汚染低減対策を講じた後に利用している

ものが存在していると思われるが、事例として公表されているものは極めて少ないのが実

情である。 

 そうした少ない事例として、以下に 2件を示す。 

1) 広範囲に汚染が存在する工場跡地に対して、浅層部は掘削除去、深層部について

は封じ込め措置を行い、マンションを建設した。購入者には汚染の存在を説明し

た結果、完売した。 

2) 駅前再開発案件において、含有量と溶出量を超過する汚染が判明した。含有量超

過土壌は封じ込め、溶出量超過土壌については場外搬出し、封じ込め範囲の上面

は舗装した後、駐車場として利用している。 

 

② 最終処分場の跡地利用 

 最終処分場の跡地利用の事例についても、土壌汚染サイト同様、事例は少ないが、数例

を以下に記す。 

1) 中学校のグランド拡張を計画していたが、放置された護岸用地に対して廃棄物で

造成し、当初の計画を達成した。 

2) 町立グランド建設のために、廃棄物により造成した。 

3) 海抜ゼロメートルの塩害地に対して廃棄物で嵩上げした後、1.5ｍの覆土を行い農

地として利用した。 

4) 採石用地を廃棄物で埋立後、処分場の平地部分を農地として町に賃貸した。 

 

 また、このほかにも処分場の跡地利用としては各行政が住民からの意見を募集する等、

積極的な検討が進められている。 

 

 

 

参考文献 

・ 石井一英（2009）：平成 20 年度土地関係研究推進事業報告書 汚染サイト環境再生によ

る土地利用のための制度的枠組みの国際比較 

・ 押野嘉雄（2010）：土壌汚染リスクとマネジメント、INDUST、vol.25、No.11、pp.18-22 

・ 廃棄物資源循環学会埋立処分部会（2010）：廃棄物資源循環学会年次学術講演会（金沢）

埋立処分部会小集会発表資料「埋立地の安定化と跡地利用」、廃棄物資源循環学会 WEB

サイト 
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3.2 管理手法 

 

3.2.1 具体的事項 

 ＢＦサイトの再生地を利用する場合の管理方法として、ここでは主に汚染物質の管理手

法について述べる。 
 
① 地下水拡散 

 土壌汚染対策法では、汚染物質の種類と濃度に応じて講ずべき措置が示されている（表

3.2.1）。 
 

表 3.2.1 汚染物質の種類と濃度に応じて講ずべき措置 

 
（出典：土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン暫定版） 

 
 さらには、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン暫定版では、こ

うした措置を行った後の地下水の管理の考え方（表 3.2.2）があげられている。ここでは、

汚染物質が除去されておらず、かつ、遮蔽等の措置がなされていない場合には、汚染の中

心部に井戸を設置し、1 年目；4 回以上/年、2～10 年目；1 回以上/年、11 年目以降；1 回

以上/2 年の頻度でモニタリングを行うこととされている。また、遮蔽等の措置が完了して

いる場合には、措置範囲の下流側に井戸を設け、4 回以上/年を 2 年継続することとされて

おり、地下水の管理の基本的な考え方としては、このような仕様に沿ったもので、2年経過

後も継続することが望ましい。 
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表 3.2.2 措置の種類と地下水の水質の測定内容 

 
（出典：土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン暫定版） 
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② 土壌 

 土壌汚染対策法では、図 3.2.1 に示す曝露経路のうち、水の飲用と土壌の摂食が考慮さ

れている。土壌を介在とするリスクは、汚染土が裸地で存在しない場合には問題が生じる

ことは少ないと考えられる。 

 

 
 

 

③ 飲用水 

 水の飲用に関しては、水道水を飲用する場合であっても、汚染物質の種類や分布、また、

水道管の材質によっては、飲用水を通して汚染物質の影響を受ける可能性があり、飲用水

のモニタリングが必要となる場合がある。 

 

④ ガス 

 揮発性の汚染物質が地盤中に存在する場合には、覆土や舗装がなされていても、屋外、

あるいは屋内での滞在時に、汚染物質からの影響を受ける可能性がある（図 3.2.2）。 

 

 
 

図 3.2.2 ガス化による汚染物質の移動 
（出典：実務者のための「土壌汚染リスク評価」活用入門） 

図3.2.1 土壌汚染により人が有害物質に曝露される経路 
（出典：自治体職員のための土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン（案）） 
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⑤ その他 

 モニタリングの内容は、土地の利用方法によって異なるが、上記以外にも参考となりう

る項目を表 3.2.3 に示す。 

 

表 3.2.3 種々の環境測定項目 

 
（出典：土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン暫定版） 

 

 飲用水やガスの汚染濃度は、問題として顕在化する前には低値であることも想定され、

実測値において、汚染原因由来とバックグラウンドの区別が容易ではないことが考えられ

る。そうした事態や将来予測のために、健康リスク評価の手法を活用し、各々の許容でき

る媒体濃度を把握することが重要と思われる。また、その土地の利活用への暴露経路を熟

慮した上での汚染物質の調査が必要となる。このとき、土壌汚染対策法に求められる調査

手法にとらわれない柔軟な調査の計画が求められる。 

 

 

 

参考文献 
・ 環境省（2010）：土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン暫定版 
・ 環境省（2004）：自治体職員のための土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイ

ドライン（案） 
・ 中杉修身(2008)：実務者のための「土壌汚染リスク評価」活用入門、p.33 
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3.3 ケーススタディ 

 

3.3.1 スーパー堤防におけるケーススタディ 

ここでは、ＢＦにおけるスーパー堤防をモデルとした 3つのケ-ススタディのシナリオを

検討内容について述べる。 

 

（1）ＢＦサイトの地上にスーパー堤防建設の場合 

まず、ＢＦの土地の上にスーパー堤防を建設する形態が考えられる。 

ただし、この場合の条件として以下のことが必要とされる。 

・ ＢＦサイト地にスーパー堤防の建設が必要とされる土地 

・ 汚染土壌からの有害物質の拡散を防止する対策が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）ＢＦサイトの汚染土をスーパー堤防に入れる場合 

次に、スーパー堤防建設地より離れたＢＦサイトから汚染土を受け入れ、埋め戻し材料

として利用するような場合も考えられる。 

ただし、以下の条件が必要となる。 

・ 汚染土壌から有害物質の拡散を防止する対策が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3.1 スーパー堤防の活用ケ－ス（1） 

図 3.3.2 スーパー堤防の活用ケ－ス（2） 
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（3）複合型の場合（（1）+（2）の場合） 

 3 つ目として、ＢＦサイトの上にスーパー堤防を建設する、かつ、スーパー堤防地外のＢ

Ｆである土地の汚染土も受け入れるようなケースも可能である。 

この場合でも、（1）同様の条件が求められる。 

・ ＢＦサイト地にスーパー堤防の建設が必要とされる土地 

・ 汚染土壌からの有害物質の拡散を防止する対策が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 桑名市立図書館におけるケーススタディ 

 本項では、桑名市立図書館のＰＦＩ事例について公表されている情報をもとに、ＰＦＩ

導入の主に経済的メリットについて検討した。まず、本事例については、ＰＦＩの導入に

より建設費で 20％、維持管理・運営費においては 5％、全体で 15％のコストメリットが得

られていた（表 3.3.1）。 

 

表 3.3.1 桑名市立図書館のＰＦＩ事例におけるコストメリット 

 公共方式 ＰＦＩ方式 低減率 

建設費 45 億円 36 億円 20％ 

維持管理・運営 20 億円 19 億円 5％ 

全体 65 億円 55 億円 15％ 

  

さて、この建設予定地に土壌汚染が存在していた場合に、その対策については多様な対

応が考えられる。すなわち、対策目標値、対策工法、対策後の維持管理方法等については、

少なからず幅が生じてくるものと思われ、ＰＦＩを導入する利点が見いだせると考えられ

る。そこで、係る部分をＰＦＩの対象とした場合のコストメリットを、掘削除去とリスク

管理型とを採用したケースで比較検討した。リスク管理型の対策は、汚染範囲を透水層の

遮水壁と地表面の舗装による原位置封じ込め措置を想定しているが、第二溶出基準以上の

汚染が存在していた場合には、高濃度部の掘削除去等、別途対策が求められることになる。

この二工法を講じた結果、掘削除去では 8.3 億円となるのに対しリスク管理型では 1.5 億

円と、80％あまりを抑制させることができる（図 3.3.1）。 

試算条件 

・ 敷地面積：3,200 m2 

・ 期間：30 年 

・ 5 m まで土壌汚染 

図 3.4.3 スーパー堤防の活用ケ－ス（3） 
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参考文献 
・ 財団法人関西情報・産業活性化センター：日本初の図書館ＰＦＩ事業～三重県桑名市～、

財団法人関西情報・産業活性化センターWEB サイト 

・ 山本恭平：図書館を対象としたＰＦＩの効果（ＶＦＭ）に対する一考察、名古屋工業大

学紀要 

低 
初年度 
 矢板：¥7 万×230m ＝¥1610 万 
 舗装：¥0.3 万×3200m2 ＝¥960 万 
 地下水管理：揚水ﾌﾟﾗﾝﾄ+分析＝¥600 万  
 合計   ¥3170 万 
29 年間 
 水処理、分析 ：¥200 万/年 
 保険  ：¥200 万/年  
 合計   ¥1.16 億 
全体  ：1.5 億 

高 

コ
ス
ト 

リスク管理 

掘削除去 初年度 
 掘削除去：¥5 万×3200m2×5m＝¥8 億 
30 年間 
 管理費：¥100 万/年×30 年＝¥3000 万 
全体    ：¥8.3 億 

図 3.3.1 掘削除去とリスク管理による汚染土壌の対策費 
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4．有効な土地活用の方法及び新事業創出の可能性等の提案 

 1～4 章の内容を踏まえ、有効的な土地活用の方法及び新規事業創出のためには、ＰＦＩ

方式の事業スキームを参考に新たなマネジメント手法が有効と考え、以下の検討を行った。 

 

4.1 新しいマネジメント手法により有効な土地活用の可能性 

ＢＦについて、ＰＦＩ的なマネジメント手法を参考にした新たな仕組みとして、図 4.2

に示したＰＦＩのスキームでは、「公共」を「ＢＦの土地所有者」に置き換え、その他は図

4.2 内ＰＦＩ方式の事業概念図同様、特定目的会社（ＳＰＣ）が事業主体となり、ステーク

ホルダーである出資者、金融機関、保険会社、建設会社、運営会社及び施設利用者にわた

るマネジメントを行う仕組みを設定している。 

 つまり、ＰＦＩ方式において、「公共」と「民間（ＳＰＣ）」間の事業権契約が成り立て

ば、公共事業に限らず民間事業にもＰＦＩ的なマネジメント手法の適用が可能となる。Ｐ

ＦＩは、公共事業を効率的に執行するための官民協働の一形態であり、また一方では、「Ｂ

Ｆの土地所有者」は公共の土地とは限らず、むしろ民間所有のものも多い。そうした理由

から、土壌汚染問題は“国民の健康の保護”という目的により、その制度を監理・指導す

る部分で行政の関与を組み込んだことが、本スキームの特色のひとつとなっている。また、

「ＢＦの土地所有者」の環境修復事業においては、監理・指導の面で公共性の側面がある

と判断でき、汚染サイトには、官民一体となった事業を展開できるような取り組みが必要

と考えられる。 

 

 

  

このようなスキームによれば、ＢＦについて有効な土地活用の方法や新事業創出の糸口

を見出すことが可能となり、その検討例として、以下のような「ＢＦの土地所有者」と「民

間（ＳＰＣ）」間の事業権契約における売却・譲渡案が考えられる。 

 

○（土地の価格）＞（浄化費用）の場合 

 浄化費用を見込んだ金額でＳＰＣに売却し、土地を引き渡す。 

 

○（土地の価格）＜（浄化費用）の場合 

 浄化費用に土地の価格を差し引いて見込んだ金額をＳＰＣに支払い、土地を引き渡す。 

 

「公共」≒「ＢＦの土地所有者」
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図 4.2 環境修復事業型ＰＦＩのスキーム 

 

 
4.2 具体的な土地活用方法と新事業創出 

ＢＦのおいて有効な土地活用を可能とする事業としては、汚染の浄化・監視等の浄化費

用が回収でき、利益体質の事業を創出するものや、環境に配慮したものが望ましい。 

 例えば、こうした事業には、自然エネルギー施設である太陽光発電、風力発電、水力発

電または波力発電等も挙げることができ、土壌汚染浄化費用と施設建設・事業運営費用を

一括して検討し利益を出せるビジネスモデルを構築する必要がある。 

 

【ＢＦに有効な土地活用のメリット】 

 ＢＦについて、考えられる有効な土地活用におけるメリットを以下に示す。 

・ 地下水モニタリングや大気モニタリング等で監視されている土地であるため、各

モニタリング結果の情報公開等により、人への健康被害の程度が明確となり、安

心・安全な土地という認知を得ることができる。 

・ 土壌・地下水汚染浄化技術のように、これまで現地での実証試験には制約の多か

った技術の実験施設として利用できる。 

・ 新事業の提案、事業立ち上げの支援や特定目的会社（ＳＰＣ）から委託契約され

る運営会社は、建設会社や建設コンサルタント会社等の参入が期待でき雇用創出

に結びつく。 
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5. 環境修復事業のマネジメントの体系化 

本章では、ＢＦでの有効な土地活用方法や新事業創出の提案を見出すために、環境修復

事業における新しいマネジメントの体系を考える。 

 

5.1 環境修復事業のリスクマネジメントの概念 

当研究委員会では、これまでに環境修復事業におけるリスクマネジメントについて調査

研究を行った際に抽出・整理した多様なリスク項目等を、環境修復事業におけるリスクマ

ネジメントを構成する要素と考え、また、環境修復型ＣＭ方式を導入した場合のＣＭＲ（コ

ンストラクションマネージャー）との関係を図 5.1 に概念モデルとして示した。このモデ

ルにおけるＣＭＲとは、環境修復事業を行う建設会社や建設コンサルタント会社の立場の

者である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1 環境修復事業のリスクマネジメント概念モデル

リスクアセスメント 

環境修復型 
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情報公開 
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専門家見解 
指導 
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リスク解析
対策 
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5.2 環境修復事業のマネジメントの体系化 

図 5.2.2 に環境修復事業におけるマネジメントの体系を図化した。その考え方は、環境

修復事業のリスクマネジメント概念（図 5.1 参照）に、その事業をサイクル（PhaseⅠ→Phase

Ⅱ→PhaseⅢ→新たな土地利用等の循環）としてとらえ、環境修復型ＣＭ方式（図 5.2.1 参

照）のＣＭ-Ⅰ、ＣＭ-Ⅱ及びＣＭ-Ⅲのとの関係を表現している。 

そして、図 5.2.1 に示すように、ＣＭ-Ⅰ、ＣＭ-Ⅱ及びＣＭ-Ⅲは、PhaseⅢの「対策段

階」の領域に該当する。しかし、その事業のリスクを整理した結果、PhaseⅠ、Ⅱの「調査

段階」の領域でも多くのリスク項目が抽出されている。従って，環境修復型ＣＭ方式の領

域は PhaseⅢの「計画段階」、「対策段階」に加え、さらに上流側の PhaseⅠ、Ⅱの「調査

段階」からの関与が必要であると考える。 

このようなことから、環境修復事業全域のマネジメントは、ＣＭよりも事業の構想・事

前評価の段階から関与するＰＭ（プロジェクトマネジメント）のマネジメント手法の導入

が必要といえる（各マネジメントの定義は表 5.2 を参照）。 

また、環境修復事業の歴史は浅く、経験の蓄積が少ないため、個別の事業間で必要な知

識や技術等を共有することが必要となる。よって、その個別の事業を統合してマネジメン

トを行うプログラムマネジメントの手法導入の有効性について、検討・分析することが、

今後の研究の課題である。 

 

（体系図の要点） 

● リスクコミュニケーションの重要性を強調 

● 環境修復事業はＣＭ手法よりもＰＭ手法が必要 

● プロジェクトマネージャーの役割が重要 

● プログラムマネジメントの手法導入が有効である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.1 PhaseⅢの内容とＣＭ業務 

Phase Ⅰ,Ⅱ Phase Ⅲ 

資料等調査 
 
概況調査 
 
詳細調査 

CM-Ⅰ（対策計画ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 

対策基本方針 対策工法比較検討 詳細計画 
CM-Ⅲ（対策工事ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 

施工計画 対策工事 対策の確認 

CM-Ⅱ（情報公開ｻﾎﾟ-ﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 
行政対応サポート 
住民対応サポート 
マスコミ対応サポート 
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図 5.2.2 環境修復事業におけるマネジメントの体系化 
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表 5.2 各マネジメント方法の定義 
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 コンストラクション 

マネジメント 
(Construction Management) 

プロジェクトマネジメント 
(Project Management) 

プログラムマネジメント 
(Program Management) 

定
義 

「建設生産・管理システム」
の一つであり、発注者の補
助者・代行者であるＣＭＲ
（ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）が、
技術的な中立性を保ちつつ
発注者の側に立って、設計
の検討や工事発注方式の検
討、工程管理，コスト管理
などの各種マネジメント業
務の全部又は一部を行うも
の。 

使命を達成するために有期
的なチームを編成して、プ
ロジェクトを公平な専門的
手段で効率的、効果的に遂
行することにより、確実な
成果を獲得する実践的能力
の総称である。 

全体使命を達成するため
に、外部環境の変化に対応
しながら、柔軟に組織の遂
行能力を適応させる実践力
である。この実践力の役割
は、プロジェクト間の関係
性や結合を最適化して全体
価値を高め、使命を達成す
る統合活動である。 

環
境
修
復
事
業
に

お
け
る
領
域 

主に PhaseⅢ PhaseⅠ，Ⅱ，Ⅲ 環境修復事業の全域 

 



 

6．土壌汚染により流動化できない土地等に関するアンケート結果について 
 
6.1 アンケート調査の目的 

このアンケートの目的は、ＢＦに関する国民の意識調査及び土壌汚染に関するリスクの

認識度調査である。 
当初は、豊洲（築地市場移転）問題について土壌汚染に関する意識調査を行うため、マ

スメディアに協力を求め、その当事者に対するアンケートやインタビューの準備を進めて

いた。しかし、この問題の複雑性を勘案した結果、断念することとし、その代わりに、主

に土木学会関係者を対象とした土壌汚染に対する意識調査を実施した。 
 

6.2 アンケート方法 

 アンケ－トは、土木学会ホームページの委員会サイトに質問事項を記載し、主に土木学

会関係を対象としたものである。土木学会ホームページ委員会サイトの画面は、次頁に示

す。 

 

6.3  調査の概要とモニターの属性 

 まず、調査の概要を表 6.1 に示す、対象者は、土木学会の種々の委員会関係者とした。

実施の方法は、電子メールでアンケートの趣旨の説明等を記した案内状を送ったうえで、 

アンケート土木学会の WEB サイトに開設した調査票に回答を入力してもらうものとした。

このときのモニター数は 120 名、回答者は 26 名、回収率は 22％であった。 

 回答者の属性として、まず、年齢は、50～60 歳が 35％弱と最も多く、次いで 40～50 歳、

60 歳以上の順（表 6.2）であった。職種では、建設会社や建設コンサルタントが 7 割程度

を占めていた（表 6.3）。また、土壌汚染に関連した業種への従事経験としては、1～5年未

満が 41％と最も多く、経験者が 3/4 以上を占めていた（表 6.4）。 

表 6.2 回答者の年齢構成 

表 6.4 回答者の土壌汚染に関する

経験年数 

調査対象者
土木学会委員会

関係者

モニター数 124

回収率 22%

調査期間
2010/12/1～

2011/2/28

調査方法
土木学会WEBサイト

に調査票を開設

職種 構成率

建設会社 45.5%

建設コンサルタント 27.3%

分析会社 4.5%

学校 4.5%

その他 36.4%

土壌汚染に関する

経験年数
構成率

経験なし 22.7%

1年～5年未満 40.9%

5年～10年未満 13.6%

10年～15年未満 18.2%

15年以上 22.7%

表 6.3 回答者の職種構成 

表 6.1 アンケートの概要 

年齢 構成率

30歳未満 7.7%

30歳～40歳未満 11.5%

40歳～50歳未満 30.8%

50歳～60歳未満 34.6%

60歳～ 15.4%

120 
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（アンケートの内容）  

 
1．ご回答者の属性 
１．１ 勤務先 

1）建設会社 2）建設コンサルタント 3）分析会社 4）学校 5）官庁  6）その他 
  
１．２ 年齢 
 1）30 歳未満 2）30 歳～40 歳未満 3）40 歳～50 歳未満 4）50 歳～60 歳未満 
 5）60 歳～ 
 
１．３ 土壌汚染に関する経験した業務 
 1）修復施工（□VOCs □重金属 □油） 2）調査解析計画 3）分析業務 
 4）機器販売（□分析 □浄化） 5）その他（      ） 6）経験なし  
         
１．４ 上記のご経験（通算年数） 
 1）1 年未満 2）1 年～5 年未満 3）5 年～10 年未満 4）10 年～15 年未満 5）15 年

以上 6）経験なし 
 
２．ブラウンフィールドの環境リスク等に関する意識調査 
２．１ 客観的な見方から、汚染が残留している用地を利用しながら汚染低減策を実施する

という提案についてはどう思われますか？ 
 a まったく問題ない   
 b 多少の不安はあるが仕方がない 
 c 非常な困難が存在する 
 d 質問の意味がわからない 
    e その他（          ） 
 
 
２．２ 土壌汚染に対する浄化対策として、お聞きします。 

(1) 自分がその土地の利用者の場合 
・どの程度まで実施すれば適当とお考えでしょうか？ 

 a 全範囲を環境基準値以下 
 b 健康影響と周辺環境への影響に関して重大な問題がなければ汚染が残留して 

いてもよい 
 c 健康影響等で問題なければ部分的に汚染が残留していてもよい 
 d 汚染対策は必要ない  
     e 質問の意味がわからない 
    f その他（          ） 
 

・どのような土地利用まで許容できるとお考えでしょうか？ 
 a 住宅 
 b 事務所 
 c 商業施設 
 d 倉庫 
 e 駐車場 
 f 利用不可 
 g その他（    ） 
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(2) 一般的な施策等として 
・どの程度まで実施すれば適当とお考えでしょうか？ 

 a 全範囲を環境基準値以下 
 b 健康影響と周辺環境への影響に関して重大な問題がなければ汚染が残留して 

いてもよい 
 c 健康影響等で問題なければ部分的に汚染が残留していてもよい 
 d 汚染対策は必要ない  
     e 質問の意味がわからない 
    f その他（          ） 
 

・どのような土地利用まで許容できるとお考えでしょうか？ 
 a 住宅 
 b 事務所 
 c 商業施設 
 d 倉庫 
 e 駐車場 
 f 利用不可 
 g その他（    ） 
 
２．３ さて、欧米では、土壌汚染の存在する土地に対して部分的に汚染が残留する形態で 

の浄化対策を講じた上で、土地を利用している事例、あるいはそのための法制度が 
ありますが、このことをご存知でしたか？ 

 a 知っていた  b 知らなかった  c 質問の意味がわからない 
 
２．４ 日本でも土壌汚染以外の分野でもリスク管理という概念が導入されつつあるが、ご

存知でしたか？ 
 a 知っていた  b 知らなかった  c 質問の意味がわからない 
 
 
２．５ 土壌汚染のリスクの大きさは一般的にどの程度という印象をお持ちでしょうか。 
 

a b c d e 
     
 
 f 質問の意味がわからない 
 
  また、この質問に関する自由なご意見をお書き頂けるのなら、お願いします。 
 （                                    ） 
 
 
２．６ 完全に土壌汚染の除去されないことがわかったときでも、関係者間のコミュニケー 

ションによって、その問題は解決できると思いますか？ 
 a まったく問題ない   
 b 多少の不安はあるが仕方がない 
 c 非常な困難が存在する 
 d コミュニケーションでは解決できない 
    e 質問の意味がわからない 
 
 

原子力発電所 交通事故 自動車の排気ガス タバコ 
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２．７ 最後に、土壌汚染に起因する土地取引の停滞についての本質的な問題は何と思いま 
すか？ 
差し支えない範囲で、率直なお考えをご自由にお書き下さい。 
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6.4 アンケート結果 

 

① 質問 2.1 

 「まったく問題ない」と「多

少の不安はあるが仕方ない」

が 3/4 以上を占め、多くが土

壌汚染の発覚後、即時の除去

ができないことを容認する

姿勢を示した。「その他」で

は、健康被害がなければよい、

汚染状況や対応の仕方によ

るという意見が含まれてい

た。 

 

② 質問 2.2(1) 

 この質問は、自分がその土

地利用者の場合を想定して、

土壌汚染への意識を調査す

るものである。 

 まず、「汚染が残留してい

る用地を利用しながら汚染

低減策を実施するという提

案について、どう思うか」と

いう質問に対しては、「健康

影響と周辺環境への影響に

関して重大な問題がなけれ

ば汚染が残留していてもよ

い」と「健康影響等で問題が

なければ部分的に汚染が残

留していてもよい」という、

汚染の残留を容認する意見

が 62％を占めていた。一方で、

「全範囲を環境基準値以下」

という意見が 27％であった。

「その他」では、残留を容認

するが詳細な評価や計画性

を要求するという意見があ

った。 

 さらに、土地用途に関して

は、健康への影響が大きい順

に、住宅、事務所、商業施設、

倉庫、駐車場となるが、最も

多かったのは、事務所までで

47％、次いで住宅が 27％、商

業施設と駐車場までを利用

可能、あるいは利用不可とす

る意見は出なかった。「その

他」では、道路・鉄道、工場
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として利用すべきで、公園に

はすべきではないという意

見や、住宅では、集合住宅と

戸建を区別すべきだとの意

見が含まれた。したがって、

全体としては、住宅とする場

合にはやや不安があるもの

の、事務所までであれば概ね

問題はないとする傾向が伺

える。 

 

③ 質問 2.2(2) 

 今度は、前項と同様の質問を、

一般的な施策とする場合とし

ての質問を行った。 

 まず、浄化レベルに関しては、

「全範囲を環境基準値以下」が

19％に対し、残留容認が 73％

で、前者がやや低下した半面、

後者が 11％増加した。「その

他」については、前項と同様の

意見であった。 

 次に、土地利用についての質

問に対しては、事務所までが最

も多いものの、住宅が 19％と

自分が土地利用者の場合より

もやや安全面での確実性を求

めている傾向が示された。「そ

の他」では、前項と同様のほか、

基準値を利用用途ごとに設け

るべきであるとの意見も出て

いた。 
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④ 質問 2.3 

 質問 2.3 では、欧米における汚染残置型の制

度について「知っていた」が約半数を占め、「知

らなかった」を上回る結果となった。海外の土

地利用形態に応じた浄化目標値を設ける制度

は、日本ではそれほど広く知られているわけで

はないとの想定に反する結果であったが、これ

は、アンケートの対象者が、土木学会の関係者

であるという側面もあると思われる。 
 

⑤ 質問 2.4 

 質問 2.4 は、日本で化学物質に対するリスク

管理の概念が導入されていることを問うもの

であるが、2.3 同様、「知っていた」が 2/3 を

占める結果となった。これも、アンケート対象

者の偏りに起因していることが考えられる。 
 

⑥ 質問 2.5 

 質問 2.5 は、土壌汚染のリスクの相対的な認

識についての設問である。これによると、タバ

コ以下と考える方が最も多く 1/4 を占めてい

た。しかし、交通事故や自動車の排気ガス等の

他の事象との比較において、顕著な差があるわ

けではなく、設問の適切さについて反省すべき

点があったと思われる。その一方で、自分の身

に及ぶ影響の大きさを十分に体感できない様

子が見てとれ、結果的には、土壌汚染が不動産

取引の際に、スティグマの要因とされることが

あらわれているのではないかと考えることも

できる。 

また、この質問に関する自由な意見を頂いた

方の内容について属性（職種と年齢）を加え、

表 6.1 にまとめた。これによると、土壌汚染の

健康リスクの大きさを明確に認識できないと

いう印象を持つ回答者が多かった。
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１．１ 勤務 １．２ 年齢

1 建設会社 50歳～60
歳未満

「タバコ」以下のリスク 現状の環境基準値は相当厳しく、土壌汚染による人体への健康被害を被るリスクは相
当小さいと考える

2 建設会社 40歳～50
歳未満

「原子力発電所」と「交通事故」
の間程度のリスク

原子力発電所と交通事故をリスクという点で、比較可能かよくわからない。

3 その他 50歳～60
歳未満

質問の意味がわからない 上記各項目のリスク程度が適切ではないと感じます。

4 建設会社 60歳～ 質問の意味がわからない 2.3について、日本でも既にそのような法律体系となっている。2.4については既にある
考えですが、環境省の説明不足ということと考えます。2.5については、汚染状況（濃
度、暴露経路）によるので一概に言えない。質問が悪い。例えば、質問者殿、例えば基
準ぎりぎりならどう思い

5 建設コンサ
ルタント

50歳～60
歳未満

「原子力発電所」と「交通事故」
の間程度のリスク

 特にありません。

6 建設会社 40歳～50
歳未満

「タバコ」以下のリスク 特にございません。

7 建設コンサ
ルタント

40歳～50
歳未満

「タバコ」以下のリスク 一概に比較できない項目であるが、すべてについて程度によると思う。

8 学校 60歳～ 質問の意味がわからない 比較する対象が不適切である。人類の長い時間に対して考えるべきである。

9 建設会社 50歳～60
歳未満

「タバコ」以下のリスク 70年間の摂取を続けて健康被害が起きるのが10万人に1人というリスクなので、今の
一律の基準は厳しすぎると思っている。今後健康リスクに応じた土地の利用という考え
方が望まれる。

10 建設会社 60歳～ 質問の意味がわからない 企業の場合、保有する土地に土壌汚染があることは経営上様々なリスクが存在する。
単に健康リスクという奇麗事ではなく、事業リスク、例えばコンプライアンスリスク、ブラ
ンドダメージ、不動産取引、Ｍ＆Ａ、損害賠償など多岐にわたる。状況によっては企業
の存続そのものに影響するリスクである。上記に例示されたリスクと簡単に比較はでき
ない。

11 その他 30歳未満 質問の意味がわからない 質問の意味は分かるのですが、回答項目それぞれのリスクの大小が分からず、回答
 項目を比較した上での回答ができません。

土壌汚染の存在は、経験上低濃度のことが多く、そのリスクはかなり小さい（人の健康
 への影響が生じる確率は1％以下というイメージ）と考えています。

12 その他 30歳未満 「タバコ」以下のリスク 土壌汚染が原因で健康被害を受けるリスクは、乗っている飛行機が墜落する確率より
はるかに低く、土地売買における不動産価値の下落以外には影響はほぼないと考え
ている。しかし、一般的には心象的な影響が大きいと思う。

13 建設コンサ
ルタント

40歳～50
歳未満

「原子力発電所」以上のリスク  当方の意見として、関係のないリスクを並べて比べることには反対です。

14 建設会社 50歳～60
歳未満

「原子力発電所」と「交通事故」
の間程度のリスク

原発＞交通事故＞排ガス＞タバコ　という　リスク評価は？？？ですが・・・・

15 建設コンサ
ルタント

40歳～50
歳未満

「自動車の排気ガス」と「タバコ」
の間程度のリスク

一般論としてはリスクが低いと認識しているが、未解明のリスク懸念などもあり、住宅に
ついては及び腰になる

16 建設会社 40歳～50
歳未満

「タバコ」以下のリスク 土壌汚染の影響を直接被った経験がないために、安全とはいえないもののリスクとして
は想定しにくい。

17 その他 30歳～40
歳未満

「自動車の排気ガス」と「タバコ」
の間程度のリスク

土壌汚染で死んだ人はいない、ということなので、相対的なリスクは低いと感じている

18 建設コンサ
ルタント

50歳～60
歳未満

「交通事故」と「自動車の排気ガ
ス」の間程度のリスク

土壌汚染といっても、人体に大きな影響がある場合とそうでない場合があるため、一般
の人々にわかりやすくすることが大切だと思います。

19 その他 50歳～60
歳未満

「原子力発電所」と「交通事故」
の間程度のリスク

N.A.

20 その他 30歳～40
歳未満

「タバコ」以下のリスク 理解が深まるように説明と許容が必要。不動産業者をきっちりフォローしないといけな
い。

21 その他 50歳～60
歳未満

質問の意味がわからない 2.4の「リスク管理が導入されつつある土壌汚染以外の分野」とは範囲が広すぎて特定
 できません。

2.5の「土壌汚染リスク」には汚染事例に大きな格差があるため一つの回答を選べませ
ん。

22 建設会社 30歳～40
歳未満

「自動車の排気ガス」と「タバコ」
の間程度のリスク

なし

23 建設会社 40歳～50
歳未満

「原子力発電所」と「交通事故」
の間程度のリスク

一般的にそのリスクの大きさは計り知れないという印象があります。欧米のように法制
度の整備が必要に思います。

24 その他 40歳～50
歳未満

「交通事故」と「自動車の排気ガ
ス」の間程度のリスク

土壌汚染についての知識が少ないため、感覚として回答した。

25 建設コンサ
ルタント

50歳～60
歳未満

「自動車の排気ガス」と「タバコ」
の間程度のリスク

通常であれば、大したリスクではないのが、一般の人に対する情報が乏しいため、リス
クが大きいと思い込んでいる可能性がある。

26 分析会社 60歳～ 「交通事故」と「自動車の排気ガ
ス」の間程度のリスク

土壌汚染の被害に遭ったら、「運が悪かった」という意味です。

２．５ 土壌汚染のリスクの大きさ
は一般的にどの程度という印象
をお持ちですしょうか？

また、この質問に関する自由なご意見をお書きいただけるのなら、お願いします。

表 6.1 質問 2.5 に関する意見 
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⑦ 質問 2.6 

 質問 2.6 は、完全に土壌汚染の除去されないこ

とがわかったときでも、関係者間のコミュニケー

ションによって、その問題は解決できると思うか

どうかの設問である。このアンケ－ト結果による

と、「まったく問題がない」と「多少の不安がある

が仕方がない」と答えた方が7割弱を占めていた。

その一方で、残り3割は、「非常な困難が存在する」、

「コミュニケーションでは解決できない」及び「質

問の意味が分からない」と答えた方が、それぞれ、

11％、8％、12％であり、ほぼ同程度の割合であっ

た。この結果から、汚染濃度や除去されていない

程度等のとらえ方で個人差はあるが、多くの方が

コミュニケーションにより問題が解決できるとい

う認識であり、コミュニケーションが重要である

ことを裏付けている。 

 

⑧ 質問 2.7 

最後の 2.7 では、土壌汚染に起因する土地取引の停滞の本質的な問題について率直な意

見を頂いた方の内容に属性（職種と年齢）を加え、回答内容を表 6.2 にまとめた。 

 ここで特に取り上げる意見としては、「浄化費用が高額」「地下の下落」という経済的な

問題、「海外の事例をそのまま適用することには無理がある」、「指定基準＝環境基準とする

ことに問題がある」、「資産保有者にとって、汚染残留の措置は、計画変更時等の際にリス

ク管理に関しての不安が残る」、「完全に浄化されるべき」、といったリスク管理の導入への

不安感、あるいは、「当事者の責任感が売買に応じて希薄になってしまう」「自然由来の化

学物質の対応」というような現行制度への問題提起、リスクコミュニケーションや情報公

開における非対称性というべき「情報公開の信頼関係が希薄」という意見がでており、そ

うした背景から「都市開発などに投資などの魅力がない」との印象を持つ者が少なくない

ことを示唆する結果となっている。 
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表 6.2 質問 2.7 に関する意見 

 
１．１ 勤務 １．２ 年齢

1 建設会社 50歳～60
歳未満

狭い国土を有効利用するためには、海外の事例をそのまま適用することは無理があり、健康への影響のない範囲で土
地利用を促進するべきではないかと思います

2 建設会社 40歳～50
歳未満

健康等への影響、汚染除去の費用、等不透明なことがらが多いので、躊躇しているケースが多いと思います。

3 その他 50歳～60
歳未満

当事者の責任感などが売買に応じて希薄になってしまうこと。

4 建設会社 60歳～  都市再開発などに投資などのビジネスの魅力がない。人口の都市集中により田舎の土地は使いようがない。
一言でいうと日本の経済に不調

5 建設コンサ
ルタント

50歳～60
歳未満

土地取引停滞の実態がわからないのでなんとも言えませんが、技術者としては効果的かつ効率的な土壌浄化対策に
関する技術開発に力をいれるべきと考えます。

6 建設会社 40歳～50
歳未満

更地＝新品とすると、土壌汚染のある更地＝新品ではない（傷ついているもの）と考えられているからではないでしょう
か。

7 建設コンサ
ルタント

40歳～50
歳未満

土壌汚染がどの程度の危険性があるのか、素人にわかりやすく説明し続けることでリスクの概念が浸透すると思う。リ
スク概念が浸透すれば、グレ－の部分が無くなり国民の不安等も減少する、これにより土地取引も停滞解消に繋がると
思う。

8 学校 60歳～ 土壌汚染をした土地は完全に浄化されるべきである。

9 建設会社 50歳～60
歳未満

土地価格の下落。
対策費用の負担が高額。
融資条件として「土壌汚染の無いこと」がある。
地方では、いくらでも余った土地があるので、わざわざ汚染地（処理済であっても）購入する必要は無い。
土壌汚染は非常に危険であるという間違った考えが定着している（スティグマも含め）。

10 建設会社 60歳～ 2.6についての補足：関係者間とは誰と誰を想定しているのか？「コミュニケーション」の意味も曖昧。一般化した回答は
難しい。
土地取引の停滞について：対象不動産に土壌汚染がある場合、鑑定評価において価格形成に影響を与えるのは事
実。減価要因は浄化費用とスティグマ（嫌悪感）など。完全浄化が求められれば、資産価値が低く評価されかねないと
ころに問題があると思います。

11 その他 30歳未満 リスク管理の考え方がほとんど浸透していないこと。

12 その他 30歳未満 「土壌汚染＝健康被害大」という認識の誤りと心象的な影響が大きいと思う。

13 建設コンサ
ルタント

40歳～50
歳未満

環境行政の一律基準による法運用

14 建設会社 50歳～60
歳未満

　資産を保有しようとしている者にとって、汚染がコントロールされている状態で土地利用を行おうとしても、将来の事業
計画変更時や個人のライフスタイルの変化に対して、リスク管理が万全かの不安が残るのは当然で、簡単に解決でき
るとは思われない。

15 建設コンサ
ルタント

40歳～50
歳未満

売却サイドと購買サイドとの間に情報量・技術的知識の差異が著しくあるため、公正性・透明性の高い取引環境が確保
されていないため

16 建設会社 40歳～50
歳未満

銀行の担保条件として表現される市民の土壌汚染に対する認識次第ではないでしょうか。

17 その他 30歳～40
歳未満

見えないもの、わからないものへの心理的不安感

18 建設コンサ
ルタント

50歳～60
歳未満

情報を正確に公開しない場合が多く、信頼関係が崩れていること。

19 その他 50歳～60
歳未満

国民性、国の体質もあると思うが、土地が汚染せれていると、もうそこには住めない、そこで商売は無理だとかを考えて
しまう事が多いと思われる。浄化するにも多大の費用がかかるとか。また、土地評価が下がってしまう云々。
海外では、浄化し開発用地として活用していけば、地域の財源および雇用の確保となり得るし、国または自治体などが
率先してクーリンフィールドとして取引を行っている。
補助金、および貸付金の制度、優遇税制、そして、汚染に対する法的責任の緩和措置等を考える。

20 その他 30歳～40
歳未満

利害の不一致。土壌汚染に対する理解不足と説明不足と思う。

21 その他 50歳～60
歳未満

 ①浄化費用が土地価格を引き下げている。
 ②スティグマ（宅地利用にかぎる）が開発計画の足をひっぱている。

③「指定基準（浄化基準）＝環境基準」としているところに問題がある。

22 建設会社 30歳～40
歳未満

 自然由来も含めた汚染調査義務

23 建設会社 40歳～50
歳未満

取引に際し、十分な説明や専門的な知識が不足している為と考えます。また国内で過去にあった事例により、過度なリ
スクをイメージしているのではないでしょうか。

24 その他 40歳～50
歳未満

土壌汚染の影響に関する十分な説明不足。全ての情報が公開されていないのではないかという不信感。

25 建設コンサ
ルタント

50歳～60
歳未満

 土壌汚染があることにより、土地の資産価値が下がること。
土壌汚染があることにより、何らかの健康被害があるに違いないと思うこと。

26 分析会社 60歳～ 調査費、浄化費が高額。基準値が低いため、分析費、浄化費が高くなる。簡易分析法、簡易浄化法（？）を検討する必
要がある。

２．７ 最後に、土壌汚染に起因する土地取引の停滞についての本質的な問題は何だと思いますか？差し支えない範囲
で、率直のお考えをご自由にお書き下さい
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6.5 アンケート調査結果のまとめ 

 今回のアンケートの結果を総合的に評価すると、以下のようにまとめることができる。 

 

① 汚染を残留させた土地利用は可能とする意見が大半を占めていた。ただし、詳細

な評価や計画性を伴うことが求められることは忘れてはならない。また、その場

合の土地利用方法については、事務所までであれば容認できるという意見が大半

を占め、住宅までも可能とする意見も 1/5 程度存在していた。また、この結果に

ついて、自分が土地の利用者である場合と一般的施策としての場合での顕著な違

いは見いだせなかった。 
② リスク管理の概念は予想以上に普及している結果であった。これには、調査対象

者に土壌汚染に関係する従事者が 3/4 以上を占めていたことの影響は大きいと思

われる。 
③ 不動産取引や資産評価の適正性については、情報公開の適切性や、度重なる土地

取引によって汚染原因者の責任が低減していくことの警戒感の存在が示唆され、

この点については、制度の改善が必要と考えられる。 
④ 土壌汚染の健康リスクがどれくらいなのかについての認識が普及していないこと

が、寄せられた意見や、土壌汚染リスクの相対的順位の結果からうかがえたため、

環境教育の充実や健康リスク評価手法による定量化による改善が必要と考えられ

る。 
⑤ しかし、一方では、リスクコミュニケーションによって土壌汚染問題の合理的な

解決も不可能ではないという意見も多く、リスクの可視化や汚染情報の適切な公

開や管理が改善されることで、リスク管理に基づいた汚染土壌への合理的な対応

が可能であるといえる。 
 

 以上の内容から、汚染を残留させる対応が認められる一方で、地価に比べて高額な浄化

費用が問題として横たわっており、このことがＢＦ問題の引き金となる可能性は否めない。

また、低迷している経済情勢を背景に、浄化工法等の技術的な課題以外にも、経済性や雇

用の創出、あるいは土地の有効活用という観点から、種々の施策や都市計画を進めていく

必要がある。このような理由からも、ＢＦの有効活用にはＰＦＩ等のマネジメント手法を

導入することが有効策のひとつであると判断できる。
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おわりに 

 

今回の調査研究の成果は、ＢＦ等に対し、例えば、ＰＦＩ等のマネジメント手法を導入

した場合の効果、また有効な土地活用の方法や新事業創出の可能性の提案である。 

調査研究報告書の大筋を以下に示す。 

１章では、原因と影響、環境省の取り組み及び米国での事例を記述した。 

２章では、ＰＦＩのマネジメント手法について、ＶＦＭやＳＰＣの概念、事業の方式、

海外・日本での歴史、日本におけるＰＦＩの実績と課題を整理した。 

３章では、ＢＦの利用方法について記述しており、海外の事例研究、日本の事例研究、

ＢＦサイトの再生地を利用する場合の管理手法、および、2 つのケーススタディを考えた。 

４章では、有効な土地活用の方法及び新事業創出の可能性等の提案を試みた。 

５章では、環境修復事業のマネジメントの体系化について記述した。 

最後の６章では、ＢＦに関する国民の意識調査及び土壌汚染に関するリスクの認識度の

アンケート結果の紹介、および、それらにおける課題抽出を行った。 

以上の調査研究により、ＢＦ等に対し有効な土地活用の方法や新事業創出の可能性につ

いて明確な提案までは至っていないが、その方法・可能性や提案についての道筋は見出せ

たと考えており、この成果を、今後の調査研究活動に活かしたいと思う。 

また、６章のアンケート結果は、土木学会関係者を対象として実施した結果であるが、

現在、さらに一般市民向けのアンケートを実施している。この土木学会向けと一般市民向

けのアンケート結果をまとめた内容は、別な機会に報告させていただきたい。 
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2009 年度 建設マネジメント委員会 研究成果発表会（2009 年 8 月 5 日土木学会） 環境修復事業マネジメント研究小委員会資料 

ブラウンフィールド問題に対する PFI 的なマネジメント手法導入の研究 

 
○三村 卓 1・下池季樹 2・松川一宏 3・佐鳥静夫 4・田中宏幸 5・蛯名 明 6 

1 西武建設㈱・2 国際環境ソリューションズ㈱・3 三友プラントサービス㈱・ 
4 特定非営利活動法人ミャンマー総合研究所・5㈱鴻池組・6AIG エジソン生命保険㈱ 

 
1. はじめに 

社会・経済情勢の変化に伴い、ブラウンフィールド問題が社会的な課題として顕在化しつつある。ブラ

ウンフィールドとは、「土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、本来、その土地が有する潜在的な価値よ

りも著しく低い用途あるいは未利用となった土地」（環境省）と定義づけられているが、潜在的なブラウン

フィールド（土壌汚染対策費が多額となるために土地売却が困難と考えられる土地）は、資産規模 10.8 兆

円、2.8 万 ha と試算されている。土壌汚染を管轄する環境省では、土壌汚染をめぐるブラウンフィールド

対策手法検討調査検討会（以下、ブラウンフィールド検討会）を立ち上げて検討している。 
一方、2008 年はサブプライムローン問題に端を発する世界的金融不安ならびに世界同時不況の影響によ

り景気が悪化している。すなわち、投資面の落ち込みならびに土地の流動化が硬直するなど経済面におい

ても影響を与えている現状がある。 
著者らは、アプローチとしてマネジメント手法に

よる環境修復事業を研究しており 1)、現在は発展的

にブラウンフィールド問題の解決の糸口としてゆく

ことに焦点を合わせている。さる 2008 年 9 月 17 日

には社団法人土木学会の講堂において、「環境修復事

業マネジメントに関するセミナー」を企画、開催し

盛況を得て、この問題に対する関心の高さを再確認

させられた。セミナー内容は、ブラウンフィールド

の現状と課題、PFI の現状と課題を 2 本柱としたセ

ミナーである。 
本報告では、ブラウンフィールドの現状を述べ、研究フレームの紹介および事例（モデルケース）への

マネジメント手法の導入に関する中間報告をする。 
 
2. ブラウンフィールドの原因・影響と各種取り組み 

2.1 原因と影響 
ブラウンフィールド検討会では、土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について 2007 年 3

月に中間とりまとめをした。得られたアンケート結果によれば、ブラウンフィールドの主な発生要因につ

いて以下の点が指摘されている 2）。 
①土壌汚染対策に多額の費用を要する（おそれがある）こと 
②対策期間に長期間を要する（おそれがある）こと 
③汚染の発生を公表できないこと 
さらに、ブラウンフィールドが引き起こす影響としては、環境への影響、地域コミュニティ等への影響、

街づくりへの影響が懸念されている。このように、社会的なインパクトを考えてみても、ブラウンフィー

ルド問題への対応・対策の重要性が理解できる。 
 
 

The management method applying to the brown field problem by the reference of PFI 
Taku Mimura1,Toshiki Shimoike2,Kazuhiro Matsukawa3,Shizuo Satori4,Hiroyuki Tanaka5,and Akira Ebina6 

(SEIBU CONSTRUCTION CO.,LTD., KOKUSAI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS CO.,LTD., 
SANYU PLANT SERVICE CO.,LTD., Myanmar Economic & Management Institute , 

KONOIKE CONSTRUCTION CO.,LTD., American International Group,Inc) 
連絡先：〒359-8550 埼玉県所沢市くすのき台 1-11-2 西武建設㈱技術設計部環境エンジニアリング室 

TEL 04-2926-3414 FAX 04-2926-3475 E-mail t-mimura@seibu-const.co.jp 

図－1 セミナー開催状況（土木学会）

第 15 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会

2009 年 6 月 18 日・19 日 講演集より 
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2.2 環境省の取り組み 
 環境省では、平成 21 年度～平成 23 年度分予算と

して土地利用用途等に応じた土壌汚染対策推進費を

計上している。その根拠として、土壌汚染は土地の

利用状況や土壌汚染の程度、現場の地形・地質・地

下水の状況等に応じて適切に管理すれば、完全浄化

でなくても土地の利用活用が図れるもの（図－2 参

照）としており、そのための具体的な方策として、

下記の事項が進められている。 
 ① 土地利用用途に応じた対策基準の検討 
 ② 汚染地毎のリスクアセスメント手法の検討 
 ③ 土壌汚染リスクアセスメント現場調査 
 ④ 土壌汚染対策の普及啓発事業 
 現在検討中であるため、制度としての導入までは

数年を要するものと想定される。また、リスク面を

科学的根拠に基づいて評価し、合理的かつ適切な土

壌汚染対策が促進されることが望まれる。 

 

2.3 米国の先進事例 

ここで、米国の先進事例について紹介する。黒瀬 4）によれば、“米国のブラウンフィールド政策は、地

域再生の側面を多分に持っており、既存の都市開発手法や補助金とブラウンフィールド再生を組み合わせ、

衰退地域に民間投資をひきつける手法が有効に利用されていた。”さらに、“連邦政府の政策と州政府の政

策との役割分担が明確であり相互の監視機能が働いている。”としている。 
① 厳しい責任追及制度 
② 土壌汚染情報の蓄積と公開 
③ 環境行政と計画行政の連携 
④ 用途・リスクに応じた環境基準の設定 
⑤ 適切な国の支援 
⑥ 自治体主導のブラウンフィールド再生 

 
2.4 現状に対する意見 

現状に対しての意見の一部を記すが、ブラウンフィールド対策への困難さを示唆している。 
・ブラウンフィールドに関する書物はほとんどないため実態をつかみづらい。 
・土壌汚染対策法は合理的な対応策を掲げてきたが、それに反する皮肉な結果になってしまっている。 
・行政が掘削除去以外の浄化方法を推奨することでブラウンフィールドの活用促進につながる。 
・ブラウンフィールドの解決には、健康影響、心理的、経済的、行政制度という側面からの手当てが必要

であり、リスク管理が普及しても定着するまでには少なくとも 10 年は要するであろう。 
 
3. マネジメント手法の導入検討 

3.1 導入検討 
導入すべきマネジメント手法としては、対象案件、その他条件などに依存するので、一般的に議論する

ことが難しい。環境修復事業を単体として取り上げる場合においては、発注者支援、コスト削減、公平性

の担保等の理由から CM（コンストラクション・マネジメント）方式が有力な手法の一つとして指摘でき

る 5）。しかしながらブラウンフィールド問題では、さらなる付加価値および、汚染対策後の円滑な土地の

有効利用、収益源としての土地活用までをトータルソリューションすることが求められていると考える。

そのためには、設計・工事部門と土地利活用部門の相互補完による協力体制構築がキーポイントになる。

また、事業の遅延に伴って喪失する時間的価値を考慮して、工事と設計を並行して進めてゆくファースト・

トラック方式も有効であろう。これらの既存マネジメント手法を適用することにより、今後は、各サイト

に応じたフレームワークづくりへの検討をおこなってゆく予定である。ここでは、資金調達ならびに特定

目的会社の面において、参考になると考えられる PFI 方式を紹介する。 

図－2 土地利用用途等に応じた土壌汚染対策推進費 3） 
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3.2 PFI 方式 
(1) PFI 方式の歴史 
PFI6)（Private Finance Initiative）とは、1992 年に英国で始動した手法である。公共施設などの設計、建設、

維持管理および運営に民間の資金やノウハウなどを活用し、行政サービスの提供を民間主導で行うもので

あり、その効果が着目され世界各国に広がった。我が国においても、「日本版 PFI」を推進するべく、1999
年 9 月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（略称「PFI 法」）が制定さ

れ、それに伴い「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する基本方針」が 2000 年 3 月に

告示された。その後 2001 年 12 月の改正 PFI 法の公布・施行を経て現在に至っている。2007 年 3 月末時点

の総務省による集計によれば、266 件の PFI 事業実施方針が策定･公表されている。公共投資に占める PFI
事業の割合は、国については 0.48％、地方公共団体については 0.61％とごくわずかである 7)。 
 (2) PFI 事業の概要 
 図－3 に示すように、PFI 事業を実施するにあたり、

事業主体である SPC（特別目的会社）を設立し、公

共と契約を実施する手法が一般的である 8)。公共か

ら SPC に性能発注により事業委託をおこなう。SPC
は広範囲の委託業務を実施するため、異種企業によ

るコンソーシアム（企業連合体）の形態をとり、協

力企業への発注管理を的確に行うことを目的とする。 
なお、PFI 事業の事業方式としては、表－1 に示す

とおり BTO 方式、BOT 方式、BOO 方式の 3 種類が

代表的なものである。 
(3) VFM の算定                            
PFI 事業の目的としては、従来の公共事業と比較

してコストを削減するために、LCC（Life Cycle Cost）
を見据えた VFM（Value for Money）の算定（図－4）
が重要であり、基本的には、この過程によって事業

の実施の可否が決定される 8)。コストが圧縮できる

要因として、公共から民間へのリスク移転があげら

れ、それゆえに事業のリスク算定作業を確実に実施

する必要がある。なお、PFI 事業特有のコスト要因

もあるため VFM が必ずしも達成されるとは限らな

い。 
(4) PFI の適用度 
PFI は公共事業のコストダウンを意図した手法で

あるので、図－5 に示すように公共の関与の度合い

に従って、その寄与度が変化することが予想される。 
 

図－3 PFI 事業方式（SPC による）の概念図
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図－4 PFI 事業実施に伴う VFM の概念図 9）
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図－5 PFI の適用度（イメージ）

表－1 PFI の事業方式 

事業方式 内　　容

BTO方式
（Build-Transfer-Operate）

PFI事業者が施設等を建設し、施設完

成後に公共施設などの管理者に所有権
を移転し、PFI事業者が維持･管理及び

運営を行う事業方式。

BOT方式
（Build-Operate-Transfer）

PFI事業者が施設などを建設し、施設

等の所有権を持ったまま、維持･管理
及び運営を行い、事業終了後に施設な
どの所有権を公共施設などの管理者な
どに移転する事業方式。

BOO方式

（Build-Own-Operate）

BOT方式の変形であり、PFI事業者が自

ら資金調達して施設を建設し、そのま
ま所有し続け、事業を運営する事業方
式。BOT方式と異なり、施設は公共に

譲渡されず、PFI事業者が保有し続け

るか撤去を実施する。
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3.3 ブラウンフィールド問題と PFI 事業との関連の模索 

立地条件、汚染規模、対策の選択などの諸条件による類型化を試みることにより個別サイトへのソリュ

ーション精度を向上させてゆきたい（図－6）。なお、土壌汚染サイト修復事業は民間案件が中心となるた

め、公共の関与度は一般に低いが、公共事業の執行に伴うサイト対応（例えば、道路建設、スーパー堤防、

土地区画整理事業など）においては PFI の適用度が高まるものと推察される。また、純民間案件において

は、PFI 的要素は減少してゆくと考えられるが、各種マネジメント手法の適用について類型別にプロジェ

クトファイナンス、SPC などの要素を抽出適合のシュミレーションし、あるいは変形改良させることによ

り、ブラウンフィールド問題への対峙を模索する。また、環境修復事業の段階から一歩進み、図－7 に示

すように土地の利活用事業までを念頭において今後の研究を進めてゆく。 

 
4. おわりに 

土壌汚染ビジネスが成熟するにつれて深刻な問題となることが予想されるブラウンフィールド問題に対

して、既存の手法にとらわれないアプローチによる解決を目的として研究を始めた段階である。筆者らは、

今後とも研究を継続してゆき、確固たる手法を提言し、旧汚染地の再開発事業への手助けにより社会貢献

ができるよう鋭意邁進する所存である。 

なお、本研究は土木学会建設マネジメント委員会環境修復事業マネジメント研究小委員会（小委員長：

下池季樹）の研究成果の一部であり、著者らのほか、角南安紀氏（日建設計シビル㈱）、尾崎哲二氏（㈱

NBH）も委員として参加している。 
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 本研究を取り組むにあたり、株式会社熊谷組プロジェクトエンジニアリング室の大島邦彦室長には、研

究小委員会のオブザーバーとして PFI 事業ならびにプロジェクトに関する指導・助言をいただいた。また、
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図－6 研究の取り組み概念図 
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図－7 土壌調査から再開発事業まで 
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土壌汚染により流動化できない土地について新しいマネジメント手法の一考案 
 

国際環境ソリューションズ㈱  正会員 ○下池 季樹 
西武建設㈱  正会員  三村 卓 

 
 
１．目的  

 土壌汚染対策法施行以来、調査契機が増えたことで結果的に土壌汚染が顕在化するケ-スも増大し、土壌汚

染問題に取り組む企業が多く見られるようになった、しかし同時に土壌汚染問題が発覚する事により、土地の 

流動化が図れなくなる事例も増えてきている、このような汚染によって流動化ができない土地いわゆるブラウ

ンフィールド（以下、「ＢＦ」とする）について、例えばＰＦＩ等のマネジメント手法を参考にした新たな仕

組みを見出し、有効な土地活用の方法や新事業創出の可能性等を提案する。 

 今回はブラウンフィールドの現状と課題を述べ、ＰＦＩ方式の事業スキームを参考に新たなマネジメント手

法の糸口を考案する。 

２．流動化できない土地（ブラウンフィ－ルド）の現状と課題  

2.1 ブラウンフィールドの定義 

環境省の土壌汚染をめぐるブラウンフィールド対策手法検討調査検討会では、土壌汚染をめぐるブラウンフ

ィールド問題の実態等について平成 19 年 3 月に中間とりまとめをした。 

ブラウンフィールドとは、「土壌汚染の存在、あるいはその概念から、本来、その土地に有する潜在的な価

値よりも著しく低い用途あるいは未利用地となった土地」（環境省）と定義づけられている。 

2.2 ブラウンフィールドの主な要因 

・土壌汚染対策に多額な費用を要する（おそれがある）こと 

・対策期間に長期間を要する（おそれがある）こと 

・汚染の発生を公表できないこと 

３．新しいマネジメント手法により有効な土地活用の可能性 

ＢＦについて、ＰＦＩ的なマネジメント手法を参考にした新たな仕組みを見出し、そして、有効な土地活用

の方法や新事業創出をすることはできるだろうか。・・・・・結論的には可能であると考える。 

何故ならば、次項図－1 の「公共」を「ＢＦ（ブラウンフィールド）の土地所有者」に置き換え、その他は

図－1 内ＰＦＩ方式の事業概念図同様、特定目的会社（ＳＰＣ）が事業主体となり、ステークホルダーである

出資者、金融機関、保険会社、建設会社、運営会社及び施設利用者にわたり、トータル的なマネジメントを行

う仕組みを検討することにより、有効な土地活用の方法や新事業創出の糸口となる。 

つまり、ＰＦＩ方式でいう「公共」と「民間（ＳＰＣ）」間の事業権契約が成り立てば、公共事業に限らず

民間事業にもＰＦＩ的なマネジメント手法の適用を検討できると考える。 

しかし、ＰＦＩは公共事業を効率的に執行するための官民協働の一形態である、また「ＢＦの土地所有者」

は公共の土地とは限らず、むしろ民間所有の土地が多い、だが、土壌汚染問題は“国民の健康の保護”という

目的により、その制度を監理・指導する部分で行政の関与がある。 

よって、「ＢＦの土地所有者」の環境修復事業は監理・指導の面で公共性があると判断もできる、また、土

壌汚染地には、官民一体となり共存共栄な取り組みが必要と考えられる。 

 

 
 キーワード 土壌汚染、ＰＦＩ、ブラウンフィ－ルド、特定目的会社、マネジメント 

 連絡先   〒102-0085 東京都千代田区六番町２番地 国際環境ソリューションズ（株） ＴＥＬ03-3288-5722 

「公共」≒「ＢＦの土地所有者」
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要するに、ＢＦについて有効な土地活用の方法や新事業創出の糸口を見出せることが可能と考える。 

例えば、「ＢＦの土地所有者」と「民間（ＳＰＣ）」間の事業権契約における売却・譲渡案として、以下の内

容を検討例として考えられる。 

○（土地の価格）＞（浄化費用）の場合 

浄化費用を見込んだ金額でＳＰＣに売却し、土地を引き渡す。 

○（土地の価格）＜（浄化費用）の場合 

浄化費用に土地の価格を差し引いて見込んだ金額をＳＰＣに支払い、土地を引き渡す。 

４．具体的な土地活用方法と新事業創出 

ＢＦでの有効な土地活用ができる事業は、

汚染の浄化・監視等の浄化費用が回収され、

当然利益体質の事業を創出する、また、環境

に配慮した事業が望ましい。 

望ましい事業には、自然エネルギー施設で

ある太陽光発電、風力発電、水力発電または

波力発電等が挙げられ、将来的な施設として

検討する。     

すなわち、土壌汚染浄化費用と施設建設・

事業運営費用を一括して検討し利益を出せ

るビジネスモデルを構築する。 

【ＢＦに有効な土地活用のメリット】 

 ＢＦについて、考えられる有効な土地活用

におけるメリットを以下に示す。 

・地下水モニタリングや大気モニタリング等   

で監視されている土地であるため、各モニタ

リング結果の情報公開等により、人への健康

被害の程度がわかりやすい、したがって、安心・安全な土地となる。 

・土壌・地下水汚染浄化技術研究開発の実験・試験施設として利用できる。 

・新事業の提案、事業立ち上げの支援や特定目的会社（ＳＰＣ）から委託契約される運営会社は、建設会社や

建設コンサルタント会社等の参入が期待でき雇用創出に結びつく。 

５．おわりに 

今後はＢＦ対策に例えば自然エネルギ－施設（①太陽光発電施設、②風力発電施設、③水力発電施設、④波

力発電施設、⑤その他）を建設運営した場合の試算・評価等を調査研究する所存である。 
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図-1 環境修復事業型ＰＦＩ的事業スキ－ム図 
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